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月
は
茨
城
県
の
が
ん
検
診
推
進
強
化
月

10
間
で
す
。
県
で
は
、
が
ん
検
診
普
及
啓
発
の

た
め
に
、
医
師
や
が
ん
を
経
験
し
た
著
名
人

に
よ
る
「
が
ん
」
に
関
す
る
講
演
を
聞
く
こ

と
が
で
き
る
、
茨
城
が
ん
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
開

催
し
ま
す
！

▼
日
時
　
　
月
　
日
（
日
）

10

27

　
　
　
　
午
後
１
時
～
５
時
　
分
20

▼
場
所
　
ホ
テ
ル
レ
イ
ク
ビ
ュ
ー
水
戸

　
　
　
　
（
水
戸
市
宮
町
１－

６－

１
）

▼
対
象
　
一
般
県
民
及
び
医
療
従
事
者

▼
講
演

・
永
井
秀
雄
氏
（
県
立
中
央
病
院
名
誉
院
長
、

さ
い
た
ま
記
念
病
院
名
誉
院
長
、
自
治
医
科
大

学
名
誉
教
授
、
練
馬
光
が
丘
病
院
管
理
者
）

・
櫻
井
英
幸
氏
（
筑
波
大
学
医
学
医
療
系
放
射
線

腫
瘍
学
教
授
、
陽
子
線
治
療
セ
ン
タ
ー
部
長
）

・
川
島
章
良
氏
　
は
ん
に
ゃ
（
お
笑
い
芸

人
・
腎
臓
が
ん
経
験
者
）

▼
申
込
方
法
　
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
「
茨
城

が
ん
フ
ォ
ー
ラ
ム
２
０
２
４
」
で
検
索
ま
た

は
左
記
二
次
元
バ
ー
コ
ー
ド
）
よ
り
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

▼
申
込
期
限
　
　
月
　
日
（
火
）

10

22

茨
城
が
ん
フ
ォ
ー
ラ
ム

２
０
２
４

【
問
合
せ
先
】

茨
城
県
保
健
医
療
部
　
疾
病
対
策
課

☎
０
２
９（
３
０
１
）３
２
２
４

　
茨
城
司
法
書
士
会
は
、
「
法
の
日
」
に
ち

な
ん
で
、
相
談
会
場
を
設
け
た
面
談
の
他
、

電
話
及
び
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
に
よ
る
無
料
相
談
会
を

開
催
し
ま
す
。

　
相
続
、
借
金
、
土
地
・
建
物
、
成
年
後
見
、

財
産
管
理
、
裁
判
、
会
社
等
に
関
す
る
ご
相

談
お
よ
び
こ
れ
に
関
連
す
る
登
記
相
談
な
ど

を
承
り
ま
す
。
お
悩
み
の
方
は
ぜ
ひ
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

▼
日
時
　
　
月
５
日
（
土
）

10

　
　
　
　
午
前
　
時
～
午
後
３
時

10

▼
場
所
　
茨
城
司
法
書
士
会
館

　
　
　
　
（
水
戸
市
五
軒
町
１－

３－

　
）
16

▼
相
談
用
電
話
番
号

　
０
１
２
０
（
１
８
７
）
６
４
３

▼
そ
の
他
　
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ

相
談
を
ご
希
望
の
場
合

は
、
二
次
元
バ
ー
コ
ー

ド
よ
り
事
前
に
ご
予
約

く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
先
】　
茨
城
司
法
書
士
会

☎
０
２
９（
２
２
５
）０
１
１
１

　
思
い
や
り
の
心
で
人
生
の
新
た
な
展
望
を

拓
く
生
き
方
を
一
緒
に
学
ん
で
み
ま
せ
ん
か
。

▼
日
時
　
　
月
　
日
（
月
・
祝
）

10

14

▼
場
所
　
茨
城
県
立
歴
史
館
　
講
堂

▼
講
師
　
大
内
和
枝
・
砂
川
洋
一
・
富
澤
信

央
（
水
戸
モ
ラ
ロ
ジ
ー
事
務
所
）

　
テ
ー
マ
「
思
い
や
り
の
心
で
人
生
を
拓
く
」

▼
定
員
　
　
人
（
予
定
）

60

▼
料
金
　
無
料

▼
申
込
方
法
　
９
月
　
日
（
月
）
ま
で
に
、

30

電
話
ま
た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
に
て
住
所
・
氏
名
を
提

示
し
、
水
戸
モ
ラ
ロ
ジ
ー
事
務
所
ま
で
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い（
当
日
参
加
も
可
能
で
す
）。

【
申
込
・
問
合
せ
先
】

水
戸
モ
ラ
ロ
ジ
ー
事
務
所

☎
０
２
９（
２
６
３
）２
５
５
３

　
解
雇
、
パ
ワ
ハ
ラ
な
ど
労
働
関
係
の
ト
ラ

ブ
ル
に
つ
い
て
、
県
労
働
委
員
会
の
委
員
が

相
談
に
応
じ
ま
す
。
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

相
談
日
前
日
ま
で
に
ご
予
約
く
だ
さ
い
。

▼
日
時

①
　
月
９
日
（
水
）
午
後
２
時
～
５
時

10
②
　
月
　
日
（
木
）
午
後
５
時
～
７
時

10

17

③
　
月
　
日
（
金
）
午
後
２
時
～
５
時

10

25

※
電
話
相
談
も
行
い
ま
す
。

▼
場
所
　
茨
城
県
庁
舎
　
階
　
県
労
働
委
員

23

会
事
務
局
（
水
戸
市
笠
原
町
９
７
８－

６
）

▼
料
金
　
無
料

▼
予
約
受
付
時
間
　
午
前
８
時
　
分
～
午
後

30

５
時
　
分
（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
）
　

15

【
予
約
・
問
合
せ
先
】

茨
城
県
労
働
委
員
会
事
務
局

☎
０
２
９（
３
０
１
）５
５
６
３

　
「
自
筆
証
書
遺
言
書
保
管
制
度
」
と
は
、

自
身
で
書
い
た
遺
言
書
を
法
務
局
で
保
管
で

き
る
制
度
で
す
。
保
管
場
所
に
お
困
り
の
方

や
、
書
き
替
え
な
ど
の
ト
ラ
ブ
ル
が
心
配
な

方
、
相
続
発
生
後
に
相
続
人
等
に
見
つ
け
て

も
ら
え
る
か
な
ど
の
不
安
が
あ
る
方
に
お
す

す
め
で
す
。
家
庭
裁
判
所
で
の
検
認
が
不
要

と
な
る
メ
リ
ッ
ト
も
あ
り
ま
す
。

　
詳
し
い
手
続
き
は
、
水
戸
地
方
法
務
局

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
法
務
局
で
配
布
し
て

い
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
先
】

水
戸
地
方
法
務
局
　
供
託
課

☎
０
２
９（
２
２
７
）９
９
１
７

　
不
動
産
鑑
定
士
が
、
不
動
産
の
価
格
な
ど

の
ご
相
談
に
無
料
で
お
応
え
し
ま
す
。

▼
日
時
　
　
月
２
日
（
水
）

10

　
午
前
　
時
～
　
時
　
分
、
　
時
　
分
～
　

10

10

30

10

40

11

時
　
分
、
　
時
　
分
～
　
時
　
分
（
お
一
人

10

11

20

11

50

様
　
分
程
度
、
完
全
予
約
制
）

30
▼
場
所
　
茨
城
県
開
発
公
社
１
階
　
中
会
議

室
（
水
戸
市
笠
原
町
９
７
８－

２
５
）

▼
予
約
受
付
締
切

　
９
月
　
日（
火
）
午
後
５
時

24

▼
そ
の
他
　
相
談
の
際
は
公
図
写
及
び
固
定

資
産
課
税
書
類
等
を
持
参
く
だ
さ
い
。

【
予
約
・
問
合
せ
先
】

（
一
社
）茨
城
県
不
動
産
鑑
定
士
協
会

☎
０
２
９（
２
４
６
）１
２
２
２

茨
城
が
ん
フ
ォ
ー
ラ
ム
２
０
２
４
を

開
催
し
ま
す

「
法
の
日
」
司
法
書
士
法
律
相
談
会

開
催
の
お
知
ら
せ

不
動
産
鑑
定
士
に
よ
る

不
動
産
無
料
相
談
会

職
場
の
ト
ラ
ブ
ル
で
お
困
り
の
方
の

「
労
働
相
談
会
」

水
戸
ニ
ュ
ー
モ
ラ
ル
講
演
会

自
筆
証
書
遺
言
書
保
管
制
度
を

ご
活
用
く
だ
さ
い
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高 齢 者 世 帯 対 象

特殊詐欺被害を防ぐための電話機等の購入を補助します！
高齢者をターゲットにした特殊詐欺や不審電話等が多発しています。町では、特殊詐欺による被害を未然に

防ぐため、防犯機能の付いた「電話機等」の購入経費の一部を補助します。
※先着順となりますので、上限に達し次第、終了とさせていただきます。

■補助金を受けられる方（補助対象者）
　下記の①～③の要件をすべて満たす場合に限ります。
　　①　茨城町に住所を有し、現に居住されている方
　　②　令和６年度中において、満70歳以上の方のみで構成

釈 若錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫

　　　　されている世帯の方
釈 若錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫

　　　　※同じ世帯に70歳未満の方が含まれている場合は、
　　　　　対象外となります。
　　③　町税等を滞納していない方

■対象となる電話機等
　　次のいずれかの機能をもつ固定電話機、または固定電話機に接続して使用する機器。
　　⑴　通話録音装置　電話着信時に警告アナウンスが流れ、通話を自動で録音する機能
　　⑵　着信拒否装置　指定した番号・非通知・公衆電話からの着信を拒否する機能
　　　　　　　　　　　※別途ナンバーディスプレイの契約が必要となります。
　　　注）申請前に購入した電話機等は対象となりません。

■補助金額　購入・設置費用の５分の４（上限10,000円、100円未満は切り捨て）

■申請方法　電話機等の購入前に、秘書広聴課へご連絡ください。
姶 逢娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃

　　　　　※すでに購入したものは対象となりません。

■申込方法　郵送または窓口にて受付

【申込・問合せ先】　秘書広聴課　協働推進グループ　 ☎ 029－291－8802(直通)
　　　　　　　　　（２階　12番窓口）　　　　　　　FAX 029－292－6748

町内で野犬が目撃されています！

再  掲

詳細はこちら

現在、町内において野犬が多数見かけられるという情報が寄せられています。
野犬は、家などの敷地への侵入や、飼い犬との喧嘩、吠えられたり追いかけられたりするなどの恐

れがあるため注意が必要です。
野犬を見かけた際は、次のことに気を付けましょう。

【問合せ先】　みどり環境課　 ☎ 029－240－7135(直通)

～野犬を減らすために～
町では、茨城県動物指導センターと協力して、捕獲箱設置による野犬の捕獲を進めています。
野犬を見かけた方は、「いつ」「どこで」「どのような」野犬を見かけたかを、みどり環境課までご連絡
下さい。
また、捕獲箱の設置にご協力いただける方もご連絡をお願いします。

1．走って逃げない　　　　　　2．急に動かない
3．大きな声をださない　　　　4．目をあわせない
5．仔犬がいる所には近寄らない

注意!

 こんな電話にご注意！ 
　総務省電波監理審議会を名乗る者からの
「通信サービスを停止する」という、うそ
の説明で、オペレーターにつなぐよう誘導
する不審な電話が多発しています。

 かかってきたら警察へ相談を！ ☎＃9110 


